
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２８年４月３０日 １６時００分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市観音埼東方沖 

 観音埼灯台から真方位０９０°２.３海里付近 

 （概位 北緯３５°１５.４′ 東経１３９°４７.５′） 

インシデントの概要 ヨット和
わ

海
かい

は、南進中、えい
．．

航索が推進器に絡まり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 平成２８年５月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット 和海、１０.１７トン 

 ２３５－１３０７４千葉、個人 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  南、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、千葉県鋸南
きょなん

町保田
ほ た

港に向け小型ボ

ートをえい
．．

航して南進中、同ボートが転覆し、えい
．．

航索が推進器に絡

まった。 

分析  本船は、観音埼東方沖を南進中、えい
．．

航していた小型ボートが転覆

した際、え
．
い
．
航索が推進器に絡まったことから、主機の運転ができな

くなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が観音埼東方沖を南進中、えい
．．

航していた

小型ボートが転覆した際、えい
．．

航索が推進器に絡まったため、主機が

運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・被えい
．．

航船の状況を監視しながら航行すること。 

 


